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別紙 中間取りまとめに関する見解等（回答）に対して、改めて見解等を聴取する事項に対する回答 

 

今回回答内容 
＜参考＞「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間とりまとめ」（2021 年 3 月 5

日）に関する見解等について（回答）（令和 3年 5月 10 日） 

項目 事項 回答 事項 回答内容、理由 

(1)-2③ (ア)原子炉格納容器（以下

「PCV」という。）破損防

止対策の意義や役割と

して、提示された回答に

至った根拠を示すこと。 

原子炉格納容器（以下「PCV」という）破損防止対策は、確率論的リスク評価等か

ら抽出された格納容器破損モード（雰囲気圧力・温度による静的負荷、高圧溶融

物放出/PCV 雰囲気直接加熱、原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用、水

素燃焼及び溶融炉心・コンクリート相互作用）についての事象進展及びその影響

を評価し、環境への放射性物質（以下「FP」という）の放出抑制及び PCV 破損に

よる放射性物質の大量放出を防止するために整備している。令和 3 年 5 月 10 日

にご回答したベントに対する設計、運用の考え方は上記に基づくものである。 

このことを踏まえると、事象

進展に応じた PCV 破損防止

対策の意義や役割を検討す

る必要がある。 

BWR のベントに対する設計、運用の考え方は下記のとおりである。 

・ベントは、事象の進展に応じて変化するパラメータに基づき判断す

ることとしている。 

・原子炉格納容器はサプレッションプールにより停止後の崩壊熱を一

定程度蓄えるという思想であり、また、シビアアクシデント（以下

「SA」という。）時はベント管及び逃がし安全弁の排気管を通じたサ

プレッションプールのスクラビングによる粒子状物質をプールへ移

行させるという観点から、ベントに対して、下記に示す基準を設定

している。 

［外部注水制限］：サプレッションプールの水位による制限（真空

破壊弁下端） 

［限界圧力］：原子炉格納容器限界圧力（2Pd）による制限 

・フィルタベント設備の設置以降は、粒子状物質は当該設備により十

分に低減できることとなったが、希ガスの影響及び除熱系の復旧に

対する時間確保（代替熱交換器車による代替除熱系の準備には約 10

時間程度を要するが、ベント した場合は、プルーム通過後数時間は

屋外作業を制限することになるため）等を考慮し、原子炉格納容器

が有する機能を可能な範囲で利用するという思想を前提としてい

る。 

・ただし、注水ができない状態が続き、原子炉格納容器の過温による

影響等により、原子炉建屋に設置した水素濃度 計により顕著な漏え

いが確認された場合は、以下の基準でベントを実施し、建屋への水

素漏えいを最小限に抑制する措置を講じることとしている。 

［PCV 水素漏えい］：原子炉格納容器からの顕著な水素漏えいによ

る制限 

 (イ)PCV の過圧の要因とし

て、水蒸気だけではなく

非凝縮性ガスの存在を

考慮すべきではないか。 

重大事故時の PCV の過圧の要因として、水蒸気以外にも水-ジルコニウム反応に

より発生する水素、PCV 内に存在する亜鉛・アルミニウムから発生する水素、水

の放射線分解による水素・酸素、溶融炉心・コンクリート相互作用により発生す

る水素・一酸化炭素等の非凝縮性ガスがある。 

SA 対策の有効性評価においては、これらの非凝縮性ガスの影響を考慮しても、

PCV 過圧破損に至らないことを確認している。 

 (ウ)PCV 破損防止対策は、

どのような目的で実施

することが適切である

と考えるか。 

PCV 破損防止対策は、PCV の機能を維持し、放射性物質の環境中への大量放出を

防止することを目的に実施するものと考えている。 

PCV 過圧・過温に対しては、PCV 内の圧力・温度上昇を抑制するための損傷炉心

への注水、PCV 内へのスプレイを実施し、最終的には代替循環冷却系又はフィル

タベント設備による除熱により PCV 破損を防止している。 

 (エ)二次格納容器（原子炉

建屋）には、どのような

機能・性能を期待してい

るのか。 

設計基準事故時において、BWR の二次格納容器（原子炉建屋）は、PCV の閉じ込

め機能を補完する設備であり、SGTS と相まって環境への FP 放出を低減する機能

に期待している。また、SA 時においても、PCV の機能が維持されている状態では

環境への FP 放出を低減する機能に期待している。 

一方、過度に水素爆発のリスクが高まることがないよう、原子炉建屋に設置した

水素濃度計により顕著な漏えいが確認される場合には PCV ベントを実施し、水素

漏えいを最小限に抑制する措置を講じることによって、二次格納容器（原子炉建

屋）の水素爆発を防止する。さらに、ブローアウトパネル等を開くことによりリ

スクを低減する。 
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今回回答内容 
＜参考＞「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間とりまとめ」（2021 年 3 月 5

日）に関する見解等について（回答）（令和 3年 5月 10 日） 

項目 事項 回答 事項 回答内容、理由 

(2)-1② (ア)ベントガスの流入経

路やそのメカニズムに

関する知見の拡充につ

いて、非常用ガス処理系

（以下「SGTS」という。）

フィルタトレイン調査

により採取したサンプ

ル分析以外に、どのよう

な調査・検討が必要であ

ると考えるか。 

SGTS フィルタトレイン調査により採取したサンプル分析以外に、ベントガスの

流入経路やメカニズムの拡充に資する可能性のある現場調査として、以下の項目

が考えられる。 

・1,2 号機排気筒付け根付近の高線量箇所における線量・放射性核種分析 

・1～4号機 AC系配管の汚染や錆にかかる調査、線量や写真／動画 

・耐圧強化ベント経路、SGTS、関連する原子炉建屋空調の写真／動画、線量情報 

（1,2 号機 SGTS 配管撤去作業に伴う、撤去した配管の調査を含む） 

これらの項目には一部調査済のもの、今後調査が予定されているものが含まれて

おり、JAEA にて実施しているベントガスの挙動に関するシミュレーションにも

資する情報になりうると考えている。一方、詳細な調査を行う上で解決すべき課

題があるものも含まれており、実現性を踏まえて検討したい。 

「発電用軽水型原子炉施設

におけるシビアアクシデン

ト対策としてのアクシデン

トマネージメントについて」

（平成 4年 5月、原子力安全

委員会決定）を踏まえて、発

電用原子炉設置者が自主的

な保安措置として当時整備

したアクシデントマネジメ

ント対策（以下「AM 対策」と

いう。）の 1 つである耐圧強

化ベントラインが重要安全

施設である非常用ガス処理

系（以下「SGTS」という。）

配管へ接続されていたこと

により、自号機の SGTS 及び

原子炉建屋内へのベントガ

ス（核分裂生成物、水素等）

の逆流、汚染及び水素流入に

よる原子炉建屋の破損リス

クの拡大を招いている。 

当社が SGTS フィルタトレイン調査により採取したサンプルについて、

JAEA にて分析を行い、ベントガスの流入経路やそのメカニズムに対す

る知見を引き続き拡充していく。 

(2)-1③ (ア)福島第一原子力発電

所（以下「1F」という。）

における耐圧強化ベン

トラインと SGTS 配管と

の関係と同様の関係に

あった系統は、他にどの

ようなものが存在して

いたのか。 

耐圧強化ベントラインと SGTS 配管のように、他系統に接続される AM対策設備に

は、原子炉及び原子炉格納容器への代替注水設備において、残留熱除去系配管と

復水補給水系配管、復水補給水系配管と消火系配管がある。 

これらについては、他系統との接続箇所に通常時閉の隔離弁を設けており、相互

の系統に悪影響を与えない設計している。 

また、計測制御設備においては、ATWS RPT と安全保護系、ARI と安全保護系があ

る。 

これらについては、原子炉水位等のセンサーは安全保護系と共有するが、信号回

路を安全保護系と分離し、安全保護系に悪影響を与えない設計としている。 

（同上） （設計等への反映の考え方については、(2)-2③に記載する。） 
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(2)-2② (ア)更なる調査・検討とし

て、具体的にどのような

調査・検討が必要である

と考えるか。 

令和元年 5月 10 日の回答以降、当時の AM 対策に関する新たな情報は確認されて

いないが、5月に回答したことを踏まえ、現在整備している安全対策に対しても、

訓練などを通じた運用、設備の見直しの検討を継続的に実施している。 

これを踏まえ、設計基準対象

施設等への接続を含めた AM

対策（耐圧強化ベントライン

等）の設計、施工及び運用の

考え方を確認する必要があ

る。 

AM 対策の設計、施工、運用について、確認（整理）した結果は以下の

とおり。 

【設計段階】 

・当時のAM対策が福島第一原子力発電所事故において有効に機能しな

かった理由（論点）を整理した結果、基本設計段階において外部事

象による全交流電源喪失及び複数号炉の同時被災が考慮されてなか

ったという点が要因として大きいと考える（添付 1（略））。 

・上記の論点に対して、福島第一原子力発電所を含む当社プラントに

おける AM対策の対応状況を整理した結果、いずれも設計の前提条件

に差異は見受けられなかった（添付 2（略））。 

・AM 策として福島第一原子力発電所事故において機能したものを整理

した結果、サポート系含め津波の影響を受けなかった設備は当該機

能に期待することが可能であった（添付 3（略））。なお、福島第一原

子力発電所 1～3 号機は事故時に消防ポンプを消火系に接続し原子

炉注水を行っているが、これらは AM 策として整備した設備の応用動

作によるものであった。 

・詳細設計については、基本設計における要件どおり実施されており、

確認された図書においては強度評価・耐震評価なども適切に行われ

ていた。また、当時の既工認に変更が必要となる設計変更である場

合は、必要な許認可手続きを実施していた。 

・設計基準対象施設等への接続についても、当時より悪影響を及ぼさ

ないよう、耐震クラスは上流側に合わせたクラスを適用するなど、

現行の考え方との特段の相違はない（当時の通商産業省による検討

報告書（平成 6年）においても設計要件として明示されている事項）。 

【施工段階】 

・施工においても、必要に応じて電気事業法に基づく溶接検査の実

施、各種作動確認を行うなど適切な品質管理活動を実施している。 

【運用段階】 

・AM 対策設備に対する保全活動について、他の原子炉施設同様に適

切な保全方式を設定し管理しており、保全重要度の考え方を採用

した 2009 年以降は、対策設備に該当した場合、保全重要度を最重

要として保全内容、周期を決定している。耐圧強化ベントライン

のラプチャーディスクは 2定検に 1回交換を実施している。 

・AM 対策設備の定例試験として、その機能を確認するための各実動

作試験は実施されていないが、原子炉注水や格納容器注水時に使

用する電動駆動弁は、弁の単体開閉試験をプラント停止時の定例

試験として実施している。耐圧強化ベントで使用する一次隔離弁

は、プラント停止時の PCV パージ時に系統構成として開操作する

対象弁であり、手順に基づき動作確認を行っており、二次隔離弁

は定期事業者検査「原子炉格納容器隔離弁機能検査」において動

作確認を行っている。 

なお、これら各段階において、AM対策整備報告書（平成 14 年）以降、

CRD 注水の優先化、MCCI 緩和のための操作反映など、その後の SA に関

する知見に基づく運転手順の高度化は一部行われていたが、訓練など

通じた運用、設備の見直しなどの取り組みは行われていなかった。 
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今回回答内容 
＜参考＞「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間とりまとめ」（2021 年 3 月 5

日）に関する見解等について（回答）（令和 3年 5月 10 日） 

項目 事項 回答 事項 回答内容、理由 

(2)-2③ (ア)耐圧強化ベントライ

ンの設計（SGTS 配管接続

を含む。）に係る当時の

検討経緯及び関連資料

を示すこと。 

1995 年 10 月に AM 対策として設備改造の必要のある対策が取りまとめられ、そ

の中の 1項目として、耐圧強化ベントについて、以下の対策をとることを決定し

た。（添付資料 1：社内検討書（抜粋）） 

 

（目的） 

原子炉からの崩壊熱除去に失敗した場合に、格納容器圧力が徐々に上昇し過圧破

損するのを防止するために、格納容器のベントができるようにする。（フェーズ 1

ベント） 

炉心が損傷した後、格納容器に注水して炉心損傷を冷却する際、発生する蒸気に

よって格納容器が過圧破損するのを防止するために、格納容器のベントができる

ようにする。（フェーズ 2ベント） 

（具体的対策） 

・SGTS ファン、フィルタトレイン部のバイパス配管の設置 

 現状の設備では SGTS のファン、フィルタトレイン部は耐圧性を有さず、

ベントの際に破断してしまうため、この部分を耐圧性を有した配管でバイパ

スし、ベントラインの耐圧強化をする。 

・AC 系の格納容器隔離弁への空気供給系の設置 

 IA 系が喪失した場合にも格納容器のベント操作が可能なようにするため、

ベントの際に開する必要のある AC 系の格納容器隔離弁 2 に対し、空気供給

系を設置する。 

・SGTS の出口側に止め弁が無いプラントに対しては電動弁を追設する。 

・ベント開始圧力 

 格納容器最高使用圧力の 1～2倍の圧力をベント開始圧力とする。 

・設計圧力・温度 

 設計圧力及び温度は、それぞれ格納容器最高使用圧力及び最高使用温度と

同一とする。 

・ベント流量調整 

 ベント流量は調整できること。 

・ベントガス線量測定 

 線量測定が可能であること。 

・電源設備 

 外部電源喪失時にも対応できるようにすること。 

・漏えい防止に対する考慮 

 格納容器の隔離機能を阻害しない設計とするため、ベント開始圧力と同等

の開放圧力をもつラプチャーディスクをベントライン上に設置する。 

 AM 対策等への設計、運用等への反映の考え方は以下のとおり。 

・当時から考慮していた設計段階における考慮事項（悪影響の防止等）

については、設計変更管理において適切に管理することを継続する。 

・AM 対策が福島第一原子力発電所事故において有効に機能しなかった

理由（論点）に対する安全設計上の確認事項は、現行の安全対策設

備では考慮した設計としており、SBO を含めた想定する重大事故等

において、期待した機能が発揮できるよう確認している。 

・また、不確かな事象及び新たな知見を反映する等、自ら原子力安全

を向上させる（残余のリスクを低減させる）ための対策（改善）の検

討を継続的に行う（取り組み内容は「第 4回 継続的な安全向上に関

する検討チーム（2020 年 10 月 16 日）」会合の「資料 2-3 継続的に

安全性を高める取り組みについて（東京電力 HD）」参照）。 

ベントガスの逆流等に対しては、下記の内容を設計、運用等へ反映し

ている。 

・耐圧強化ベントラインの排気経路における SGTS（SGTS 排風機入口

側）及び原子炉区域・タービン区域換気空調系との接続箇所には、

系統を隔離する弁を直列に各 2 弁ずつ設置している（通常時閉、電

源喪失時にはフェイルクローズとなる空気作動弁と通常時閉の手動

弁）。 

・耐圧強化ベントラインの格納容器二次隔離弁より下流側における

SGTS（SGTS フィルタ装置出口側）及び原子炉建屋との接続箇所に設

置される隔離弁については、耐圧強化ベントによるベント実施前に

「閉」確認する運用としており、また、炉心損傷後に耐圧強化ベン

トを使用する場合は、SGTS 出口弁直下の窒素供給ラインに可搬型窒

素供給装置を接続して窒素を供給することで、耐圧強化ベントライ

ンから SGTS 側へ逆流しないような構成としている。 

・フィルタベント系統においても、他系統への逆流を防止するため、

他系統との隔離弁は直列に 2 弁ずつ設置しており、排気口について

は他系統と接続していない。また、隔離弁のうち、重大事故時に開

状態となる可能性のある弁については、重大事故時にも使用可能な

電源から給電するとともに、更なる信頼性向上のため弁駆動部から

エクステンションを設置することで、二次格納施設外からの人力操

作が可能な構成としている。 

・隔離弁については、定期検査時にこれらの隔離弁の分解点検、なら

びに動作試験を実施できる構成としている。 

(3)-1③ (ア)ベントガスを排気筒

底部から排気筒内に排

出する設計とすること

は、BWR 各社での共通認

識であったか。 

耐圧強化ベントラインについて、AM 対策設備では、既存の設備を最大限に活用し

て一層の安全性向上を図るという基本的な考え方に基づき、格納容器からベント

ラインを SGTS の配管に接続し、排気筒から排出する考えは、BWR 各社の共通認識

であったと考えている。 

ただし、1F-1/2 のベントガス配管の様に、排気筒底部に直接排気する設計に関し

てはその根拠となる情報は確認できておらず、「ベントガスを排気筒底部から排

気筒内に排出する設計」についてまで BWR 各社での共通認識であったかどうかは

不明である。 

1 号機におけるベントは、AM

対策により、ベントガスが

SGTS 配管の一部を経由して

排気筒から排出される設計、

施工及び運用がされていた。 

（耐圧強化ベントラインから SGTS へのベントガスの逆流に関する設

計等への反映の考え方については、(2)-2③に記載する。） 
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今回回答内容 
＜参考＞「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間とりまとめ」（2021 年 3 月 5

日）に関する見解等について（回答）（令和 3年 5月 10 日） 

項目 事項 回答 事項 回答内容、理由 

(3)-2① (ア)1F のベントガスの挙

動には、どのような特徴

があったと考えるか。 

1/2 号機共用排気筒にはベントガスを排気筒頂部まで導く排気配管が存在しない

ことから、ベントガスが SGTS 配管から大口径の排気筒内に排出された際に、流

速が低下し、エアロゾル等の FP が排気筒頂部まで到達せず内部に滞留、ベント

弁閉鎖後に沈降することにより、排気筒底部の高い汚染の原因となったと考えて

いる。 

1/2 号機共用排気筒内部で

は、排気筒頂部までの排気配

管がなく、排気筒内にベント

ガスが滞留したことが、排気

筒下部の高い汚染の原因と

なった。 

1/2 号機の SGTS 配管が排気筒基部接続であったことにより、ベントガ

スが滞留し、高い汚染の原因となったことについて、異なる見解はな

い。 

(3)-2③ (ア)1F-3/4 号機以降のプ

ラントの SGTS 配管の設

計について、1/2 号機の

SGTS 配管の設計から変

更した経緯及び関連資

料を示すこと。 

1F-3/4 号機での排気筒及び SGTS 配管の設計変更に関する資料について調査を実

施したが、現断面においてそれらが分かる資料等を確認できておらず、変更した

経緯等は不明である。 

（同上） 福島第一原子力発電所 3/4 号機以降のプラントにおける AM 対策であ

る耐圧強化ベントについても、SGTS 配管の一部を経由する設計である

が、SGTS 配管を排気筒内の頂部付近まで敷設しており、排気筒内部で

のベントガスの滞留は起こらない設計としている。 

(3)-3② (ア)当時の検討に係る議

論等の関連資料を示す

こと。 

当時の検討としては、現有設備を最大限活用して安全性を向上させることを前提

に検討が行われており、排気系統配管の耐圧強化範囲、及び耐圧強化ベントを設

置することによる炉心損傷頻度に対する効果が議論の中心であり（添付資料 2）、

原子力発電技術顧問会（総合予防保全）シビアアクシデント対策検討会（通商産

業省）等の議論も含めて、排気筒内を含めた流路における炉心損傷後のガス排出

による影響の考察に関する経緯は確認できていない。 

 

添付資料 2：福島第一原子力発電所 1号炉のアクシデントマネジメント検討報告

書（平成 6年 3月 東京電力株式会社） 

このことを踏まえると、AM

対策が排気系統配管の構造

やベントガスの挙動、組成等

をどのように考慮していた

のか確認する必要がある。 

AM 対策設計時の検討状況を確認した結果は以下のとおり。 

・当時の検討においては、GE プラント採用した経緯もあり、米国 BWROG

等、諸外国のベント設計等を参考にしているが、耐圧強化範囲の議

論が中心であった。プールスクラビングによる放出低減効果につい

て、一部議論はされているが、炉心損傷後のベントガス組成を考慮

した排出経路の妥当性の検討に関する経緯は確認できていない。 

・排気筒の設計については、プラントが建設された年代によって異な

るが、当時の設計基準事故等の線量評価で期待している機能として

問題となるものではないが（設計基準事故等の線量評価において吹

上高さを考慮しないため、SGTS 配管より放出面積が大きい排気筒か

ら放出される場合でも線量評価における有効高さは変わらない）、AM

対策としてベントによる排出機能を付加した段階において、排気筒

内を含めた流路における炉心損傷後のガス排出による影響の考察に

関する経緯は確認できていない（当時の耐圧強化ベントの設計に関

する議論は、耐圧強化ベントを設置することによる炉心損傷頻度に

対する効果及びその配管追設範囲等が中心であった。）。 

・なお、当時の AM 対策の考え方として既設設計を有効活用するとの考

え方を前提に検討していたことも要因の一つであると考える。 
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今回回答内容 
＜参考＞「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間とりまとめ」（2021 年 3 月 5

日）に関する見解等について（回答）（令和 3年 5月 10 日） 

項目 事項 回答 事項 回答内容、理由 

(3)-4③ (ア)貴社の現在の排気系

統では、ベントガスはど

のように挙動すると考

えるか（最も滞留する可

能性がある箇所はどこ

か、など）。 

フィルタベント系統の設計について、下記内容を反映している。 

・フィルタベント系統は、原子炉建屋頂部付近の環境への放出口まで単独で配管

を敷設することで、排気経路でベントガス及びベントガスに含まれる放射性物

質が滞留することはなく、他号機への回り込みも起こらない設計としている。 

・排気経路に存在する他系統との接続箇所等の閉塞部において、ベントガスに含

まれる水素ガスが滞留・蓄積する可能性があると考えている。これらの箇所に

はバイパスラインを設け、水素ガスを連続して排出できる設計としている。 

 

耐圧強化ベントラインの設計について、下記内容を反映している。 

・耐圧強化ベントは、SGTS 配管の一部を経由する設計であるが、SGTS 配管が排

気筒内の頂部付近まで配管を敷設しており、排気筒内部でのベントガス及びベ

ントガスに含まれる放射性物質が滞留することはない設計としている。 

・排気経路に存在する他系統との接続箇所等の閉塞部において、ベントガスに含

まれる水素ガスが滞留・蓄積する可能性があると考えている。これらの箇所に

はバイパスラインを設け、水素ガスを連続して排出できる設計としている。 

また、現行の原子炉施設の排

気系統におけるベントガス

の挙動の考え方について確

認する必要がある。 

フィルタベント系統の設計、運用等について、下記内容を反映してい

る。 

・フィルタベント系統は、原子炉建屋頂部付近の環境への放出口まで

単独で配管を敷設することで、排気経路でベントガス及びベントガ

スに含まれる放射性物質が滞留することはなく、他号機への回り込

みも起こらない設計としている。 

・排気中に含まれる水素ガスによる爆発を防ぐため、系統内を不活性

ガスで置換した状態で待機させ、使用後においても不活性ガスで置

換できる設計とするとともに、ベント時の閉塞部における局所的な

燃焼の可能性に対しては、排出経路に水素ガスが蓄積する可能性の

ある部分にはバイパスラインを設け、水素ガスを連続して排出でき

る設計としている。 

耐圧強化ベントラインの設計、運用等について、下記内容を反映して

いる。 

・耐圧強化ベントは、SGTS 配管の一部を経由する設計であるが、SGTS

配管が排気筒内の頂部付近まで配管を敷設しており、排気筒内部で

のベントガス及びベントガスに含まれる放射性物質が滞留すること

はない設計としている。 

・排出経路に水素ガスが蓄積する可能性のある部分についてはバイパ

スラインを設け、水素ガスを連続して排出できる設計としている。

さらに、炉心損傷後に耐圧強化ベントを使用する場合は、SGTS 出口

弁直下の窒素供給ラインに可搬型窒素供給装置を接続して窒素を供

給することで、耐圧強化ベントラインから SGTS 側へ水素が逆流しな

いような構成としている。 

(4)-2③ (ア)真空破壊弁の故障に

より、ドライウェル中の

気体がスクラビングを

経由しないで放出され

る経路が生じた場合、具

体的にプラント挙動や

事象進展にどのような

影響があるか。 

真空破壊弁が故障により開放状態になると、D/W と S/C 気相部が直結することに

なり S/C 圧力抑制機能喪失のおそれがある。 

この状態において、LOCA が発生すると S/C 水による蒸気凝縮能力が失われてい

るため、PCV 圧力、温度による格納容器スプレイの実施判断基準に到達する時間

が早くなると考えられる。なお、非 LOCA の場合は、SRV により直接 S/C 水に放出

されることにより圧力抑制機能は維持されるため、大きな影響はないと考えられ

る。 

加えて、炉心損傷後に格納容器ベントを実施する状況を想定した場合、S/C 水に

よる放射性物質除去効果に期待できないことから、粒子状放射性物質の放出量が

増加することが考えられる。 

なお、PRA の高度化の一環として、真空破壊弁の開固着を想定した評価を行って

おり、炉心損傷頻度への影響は小さいとの結果を得ている。 

このため、当該経路を従来の

重大事故等（以下「SA」とい

う。）時における漏えい経路

に追加する必要がある。 

当該経路を SA 時における漏えい経路に追加する必要があるか(4)-2②

の結果を踏まえ、検討する。 
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今回回答内容 
＜参考＞「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間とりまとめ」（2021 年 3 月 5

日）に関する見解等について（回答）（令和 3年 5月 10 日） 

項目 事項 回答 事項 回答内容、理由 

(5)-1③ (ア)オペレーションフロ

ア以外のフロア（下階）

の水素滞留対策をとる

べきではないか。 

PCV からの水素漏えいは、トップヘッドフランジおよび PCV ハッチ類の貫通部か

ら想定している。 

これらのフランジ部に設置されるガスケットは、改良 EPDM 材に変更することに

加え、バックアップシール材を塗布することにより、水素の漏えいを抑制するこ

ととしている。 

その上で、これらの箇所から漏えいした水素は、SGTS を含む全空調系が停止して

いる場合においても、ガスの密度差を駆動力として、周回通路や大物搬入口ハッ

チ等を通じて原子炉建屋下層階から原子炉建屋オペレーティングフロアまで移

行することを解析により確認している。オペレーティングフロアに到達した水素

は、静的触媒式水素再結合装置により酸素と再結合処理されることで、原子炉建

屋内の水素濃度上昇を抑制することとしている。 

また、原子炉建屋内水素濃度（オペレーティングフロア）が 1.3vol%に到達する

までは、SGTS を使用することとしている。SGTS の吸込み口はオペレーティング

フロアに設置されることから、原子炉建屋下層階からオペレーティングフロアへ

の水素の流れは、より促進されるものと考える。さらに、SGTS を通じて原子炉建

屋内の水素は屋外へ排出されることに加え、SGTS により原子炉建屋内が負圧に

なることから屋外から原子炉建屋内へ空気が流入することで、原子炉建屋内の水

素濃度上昇は緩和されるものと考えている。 

PCV ハッチ類には、原子炉建屋下層階の小部屋形状になっている箇所（局所エリ

ア）に設置されたものがあるが、局所エリアに漏えいした水素も、空調ダクト等

を通じて周回通路に排出されることで、局所エリアでの水素の滞留は生じないこ

とを解析により確認している。 

電気ペネトレーションに関しては、200℃、2Pd におけるシール機能が確保されて

いることを確認している。現在の知見拡充の取り組みとして、より実機を模擬し

た熱・放射線同時劣化処理後の SA 環境における健全性を検証しているところで

ある。 

なお、水素挙動に関して新たな知見が得られた場合には、反映を検討する。 

水素爆発時の映像及び損傷

状況を踏まえると、原子炉建

屋の破損の主要因は、原子炉

建屋内に滞留した水素の爆

燃（水素濃度 8%程度）によっ

て生じた圧力による可能性

が高い。 

原子炉建屋への以下の水素漏えい抑制等の対策、評価を実施している。 

・トップヘッドフランジ、パーソナルエアロック、機器ハッチ等のガ

スケットを改良 EPDM に変更 

・バックアップシール材の塗布により、水素の漏えいを抑制（自主対

策） 

・ウェル注水によるトップヘッドフランジ部の温度上昇抑制による影

響緩和（自主対策設備） 

・原子炉建屋へ流出した水素を処理するため、オペフロに静的触媒式

水素再結合装置（以下「PAR」という。）を設置 

・漏えいポテンシャルが高いと思われるハッチ等の近傍に水素漏えい

検知器を設置（5箇所） 

・PAR による水素抑制対策を実施しているにも関わらずオペフロで顕

著な増加が確認された場合のベント手順を整備 

・建屋トップベントの設置（自主対策設備） 

・オペフロ及び各階層の水素濃度が可燃限界未満に維持されることは

解析により確認（原子炉建屋原子炉区域の各階層は周回通路及び機

器搬入用ハッチによりオペフロにつながっていることから、事故時

に原子炉格納容器から漏えいした水素は自然対流によりオペフロに

流入し、PAR により適切に処理される） 

また、耐圧強化ベントラインからの逆流に関する設計、運用への反映

事項ついては、（２）－２③に記載する。 

 (イ)滞留する水素の濃度

が均一でない場合の対

策をとるべきではない

か。 

原子炉建屋内における水素の流動解析において、水素が滞留するオペレーティン

グフロアを 100 個のサブボリュームに分割してモデル化をしているが、全域にお

いて水素濃度は均一となる結果を得ている。そのため、滞留する水素は均一に混

合された状態になると考えている。 

なお、水素挙動に関して新たな知見が得られた場合には、反映を検討する。 

 (ウ)「水素濃度が可燃限界

未満に維持されること

は解析により確認」とし

ていることについて、実

際の水素挙動を把握す

べきではないか。 

原子炉建屋内の水素の挙動を実験的に解明することは高温の可燃性ガスを扱う

ことになるため、非常に困難であり、解析的手法により把握することが現実的で

あると考えている。 
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今回回答内容 
＜参考＞「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間とりまとめ」（2021 年 3 月 5

日）に関する見解等について（回答）（令和 3年 5月 10 日） 

項目 事項 回答 事項 回答内容、理由 

 (エ)「水素は自然対流によ

りオペフロに流入する」

としていることについ

て、対流が生じる要因と

して、どのようなことが

考えられるか。 

対流が生じる要因は、PCV から漏えいするガスが高温であることに起因するガス

の密度差であると考えている。 

(5)-2② (ア)可燃性ガスの発生源、

種類、量に関する調査・

検討について、他社との

共同実施の必要性はど

のように考えているか。 

可燃性ガスの発生源、種類、量に関する知見を保有していないことから、まずは

物量の多いケーブル、塗料等に対して、可燃性ガスの種類、量を把握するため、

当社単独で試験を実施しているところである。 

格納容器内で使用しているものは、他社と共通のものもあると考えており、事業

者の知見拡充の観点で、他社との共同実施は有効であると考えている。 

なお、本項目以外にも共同実施により効率的な検討が可能と考えられるものにつ

いては、他社等との共同実施を検討したい。 

また、3号機の水素爆発で生

じている火炎や爆煙につい

ては水素以外の可燃性ガス

が寄与している可能性が高

い。 

検討会では、PCV 内のケーブル等の可能性が挙げられているが、ケーブ

ルはもとより PCV 内の塗膜片及びその他機器・構造物においても、有

機材料を使用しているため、溶融炉心との接触によりそれらより可燃

性ガスが発生する可能性が推定される。 

これらの可燃性ガス発生メカニズムを把握することは必要と考えてお

り、特定することは非常に困難であると思われるが、当社は、物量の

多いケーブルや塗料に対して発生する可燃性ガスの種類、量を把握し、

その結果に応じ、対応策について検討する。 

(6)-1② (ア)具体的にどのような

取組を実施することを

考えているのか。 

SRV の中途開状態に関しては、再度、事故当時のデータを整備して、要因分析を

行い、検討不足が無いか等の観点で再度確認する。 

主蒸気逃がし安全弁（以下

「SRV」という。）の逃がし弁

機能の不安定動作（中途開閉

状態の継続と開信号解除の

不成立）が生じた原因が不明

である。 

SRV の不安定動作については、今後の事故調査・分析において、当社主

体で推定の確からしさ及び要因の特定など、引き続き知見を拡充する

取り組みを実施する。 

  (イ)実機による実証実験

等を行うことによる知

見拡充が必要ではない

か。 

今後の分析結果等から実証試験の必要性、有効性などが確認されれば、実機相当

の設備での試験も検討したい。 

(6)-2② (ア)全交流動力電原喪失

（SBO）条件下での健全

性（耐環境性）の確認で

は、機器の不安定動作が

生じた場合の影響をど

のように考えているの

か。 

SA 時に期待する機器に対しては試験にて SA環境下における健全性を確認済みで

ある。試験では、SA 環境ばく露中の弁作動、計装品の出力確認などを実施してお

り、不安定動作や不安定出力が無いことを確認しているため、機器単品としては

不安定動作が生じる影響は無いものと考えている。 

なお、SRV については、不安定動作の原因が明らかになっていないため、影響度

を踏まえ、(6)-1②の回答の通り、今後の知見拡充に努める所存である。 

このことを踏まえると、全交

流動力電源喪失（以下「SBO」

という。）条件下での SRV の

逃がし弁機能の挙動、計装用

圧縮空気系の隔離による影

響（窒素圧の低下等）及び不

安定動作が確認された SRV

以外の機器における不安定

動作の可能性について、網羅

的に把握する必要がある。 

SBO 条件下において不安定動作の可能性がある動的機器について抽出

した結果、対象設備は SRV 以外にはないと考えられる。抽出の概要を

以下に示す。 

・SRV 以外の機器における不安定動作の可能性を網羅的に把握するた

め、SBO 状況下で使用する系統から動的機器（電動駆動弁、空気作動

弁、逆止弁及び注水源となるポンプ）を抽出する（ただし、計器に関

しては(7)-3②で整理していることから除外）。 

・このうち SBO 時に継続的な動作要求のない機器（PCV 隔離弁等）は、

不安定動作は生じないため対象から除く。 

・また、可搬型設備や屋外及び建屋内で直接操作が可能な機器は、事

故環境下での健全性を確認していることから不安定動作は生じない

ため対象から除く。 

・最終的に抽出される機器は、逆止弁、RCIC のポンプ・弁、高圧代替

注水系のポンプ・弁となるが、逆止弁は構造が単純であることから不

安定動作は生じにくいこと、RCIC ポンプは事故時の背圧の影響を考慮

したトリップ設定値の変更や駆動電源の強化などを図っており、高圧

代替注水ポンプは RCIC ポンプのようなインターロックを設定してい

ないことから、これらのポンプも不安定動作は発生しない。 

 (イ)不安定動作が生じる

可能性がある設備が不

安定動作を生じた場合、

どのような影響がある

と考えるか。 

(6)-2②（ア）で回答した通り、機器単品としては不安定動作が生じる影響は無

いものと考えている。 

一方で、不安定動作ではないものの、1F-3 の RCIC タービントリップのような設

計（インターロック）通りであっても意図していない動作も確認されたため、こ

れらに対しては設定値の変更の対策を実施している。 

その他、事故対応への影響や、意図しない機器動作が生じうるという知見が得ら

れた際には必要な対策を講じる所存である。 
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今回回答内容 
＜参考＞「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間とりまとめ」（2021 年 3 月 5

日）に関する見解等について（回答）（令和 3年 5月 10 日） 

項目 事項 回答 事項 回答内容、理由 

(7)-1① (ア)主蒸気逃がし安全弁

（SRV）の安全弁機能の

作動開始圧力の低下要

因として、他にどのよう

な要因が考えられるか。 

安全弁機能が作動開始圧力より低い値で作動した原因は、周辺の温度が SA 状況

での高温領域に達した為、安全弁のバネ力が低減したものが原因と考えており、

他の要因については現状無いものと考えている。 

要因整理において、作動開始圧力の低下は SRV 開動作と反対の力が減少すること

を意味しており、ばね力以外で反動作に関する力で大きな影響を持っているのが

駆動部の摩擦力、持ち上げ動作をする部分の重力がこれに当たる。これらは温度

上昇、上記暴露により影響を受ける要素にはならないことから、追加要因として

はないと考えている。 

SRV の安全弁機能の作動開

始圧力が低下していたなど、

SA 条件下では様々な機器が

設計基準事故条件下とは異

なる挙動をしている。 

SA 環境下において SRVの安全弁機能の作動開始圧力が低下していたと

いう点について、異なる見解はない。 

(7)-1③ (ア)重大事故等（以下「SA」

という。）条件下で様々

な機器が設計基準事故

条件下とは異なる挙動

をすることによって、ど

のような影響が生じる

と考えるか。 

1F-3 で RCIC タービン排気圧力高による意図しない RCIC タービントリップのよ

うな、設計基準事故条件下とは異なる挙動を経験している。これらに対しては、

インターロック設定値を変更することにより SA 条件下で意図しない動作が生じ

ないように対策を講じている。なお、今後新たな知見が得られた際には、必要な

対策を講じる所存である。 

（同上） SA 環境下における安全弁の作動開始圧力の低下は、原子炉圧力容器の

最高使用圧力に対する裕度を与えることになることから安全側の変動

であり、また、窒素供給圧力の観点において自動減圧機能、手動によ

る急速減圧等を阻害するものではないため、設計等への反映は不要と

考える。 

一方で、SBO 含む SA 環境下においては、低圧注水機能へ移行する際の

自動減圧機能又は手動による急速減圧がより重要な役割を持つと考え

ており、それらについての設計等への反映の考え方については、(6)-2

③に記載する。 

(7)-2① (ア)SA 時の機器の挙動に

関する知見は、誰がどの

ように集積すべきと考

えるか。 

当社を含めた事業者が主体的に知見を収集するものと考えている。 

当社としては、プラントメーカ等の協力も得ながら、原子力安全に影響を与える

おそれがあるリスク情報を収集し、対策が必要と判断したものについては、対策

を行っていく。 

このため、SA 時の機器の挙

動に関する知見を集積する

必要がある。 

SA 時の機器の挙動に関する知見の集積について、SA 時の対応において

設計と異なる機器の挙動の可能性は事前に把握しておくべきであるた

め、異なる見解はない。 

(7)-2③ (ア)SA 時の機器の実力値

（作動回数の限界値等）

を把握すべきではない

か。 

SA 時に機能に期待する機器やプラント挙動に影響を与え得る機器については、

SA 対策の設計検討や評価の中で想定される SA 環境下での健全性を確認してい

る。一方で、想定を超えるような条件下における機器挙動等の知見についても、

1F 事故分析結果等をもとに継続的に知見の収集及び検討を行っていく。 

（同上） 現行の SA時に使用する機器は、想定する重大事故等の環境下（温度・

圧力・線量）において、期待した機能を発揮することの確認を行って

いるが、今後においても、SA 条件下における新たな知見等が得られた

際には、設計等への反映を適宜行っていく。 

(7)-3② (ア)具体的にどのような

評価・検証をすべきと考

えるか。 

同一パラメータにおいて「SA 計器」と「非 SA計器」が混在している場合、誤判

断に至るような悪影響がないことの確認が必要と考えている。 

具体的には、手順書上で単一計器での判断が行われるか、計器の区分けが明確に

なっているか、計器故障時の挙動を把握しているか等。 

また、AM 対策の圧力計を含

めて、SA 条件下での計測機

器の信頼性について検証す

る必要がある。 

耐環境試験において、蒸気暴露中に電気配線貫通部の絶縁抵抗が低下

する事象が確認されているため、電力共同研究にて影響評価を実施す

る。 

SA 環境下に耐えられる計器と、耐えられない計器が混在していること

による操作への悪影響について検証する必要がある。 
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今回回答内容 
＜参考＞「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間とりまとめ」（2021 年 3 月 5

日）に関する見解等について（回答）（令和 3年 5月 10 日） 

項目 事項 回答 事項 回答内容、理由 

(8)-2③ (ア)SA 時に動作を期待す

る機器の作動信号につ

いて、機器の破損防止等

のためのインターロッ

クが SA 時の操作に与え

る悪影響をどのように

考えているか（SA時の操

作時にインターロック

のために動作しない等

の悪影響を考慮してい

るか）。 

SA 条件を考慮して影響のあるインターロックに対しては、令和 3年 5月 10 日の

回答の通り、対策を講じているところである。なお、今後新たな知見が得られた

際には、必要な対策を講じる所存である。 

このことを踏まえると、SA

時の ADS の作動に関する設

計条件等を確認する必要が

ある。 

ADS の設定値については、6号機：0.69MPa、7 号機：0.94MPa であり福

島第一原子力発電所に比べて高く設定している。更なる信頼性向上の

ため、設定値の見直しについて当社は引き続き検討する。 

(8)-2②のADS以外の影響として、RCICタービン排気圧力高によるRCIC

タービントリップ、SRV 窒素供給圧力不足による SRV 不動作、PCV 圧力

高信号による格納容器内雰囲気モニタ系（以下「CAMS」という。）水素

/酸素濃度計測用サンプリング停止の可能性が考えられるため、以下の

対策を実施している。 

・福島第一原子力発電所 3号機で RCIC タービン排気圧力高を検知し、

RCIC タービンがトリップした可能性があるため、RCIC タービン排気

圧力高トリップ設定値を S/C 圧力 2Pd を考慮した設定値への見直し 

・SRV への窒素供給圧力を一定範囲で制御しているが、D/W 圧力 2Pd の

条件下にて SRV が確実に動作可能なように D/W 圧力 2Pd を考慮した

設定値への見直し 

・PCV 圧力高を検知し、CAMS 水素/酸素濃度計測のためのサンプリング

を停止するインターロックがあるため、PCV 圧力 2Pd を考慮した設

定値への見直し 

(8)-3① (ア)水素の発生及び漏え

いによるPCVへの影響の

確認は不要としている

が、水素漏えいによる悪

影響として、どのような

ことが考えられるか。 

格納容器から水素が漏えいした場合の悪影響としては、原子炉建屋における水素

濃度の上昇に伴い、原子炉建屋における水素爆発の可能性が生じる。 

これに対しては、PAR による水素処理、水素濃度計による水素濃度監視、ベント

による PCV からの漏えい抑制及びブローアウトパネル開放等の対応を取ること

としている。 

一方、格納容器内に対しては、水素の漏えいは格納容器の圧力の上昇を緩和する

方向の現象であることから、格納容器内の事象進展に悪影響を及ぼさないと考え

る。 

また、PCV 圧力が上昇する主

要因として、水蒸気発生が想

定されてきたが、水素による

加圧及び漏えいによる減圧

などのふるまいが、従来の事

故シーケンスに対してどの

程度影響するのか具体的に

確認する必要がある。 

水素の発生による格納容器の圧力上昇は、従来の事故シーケンス（大

LOCA＋SBO、DCH）で考慮されているため、改めて影響の確認は不要と

考える。 

また、水素の漏えいを考慮すると、格納容器の圧力上昇が抑制される

ことになるため、影響の確認は不要と考える。" 

(9)-2① (ア)40 時間に渡り原子炉

建屋内に水素が滞留し

た要因として、どのよう

なことが考えられるか。 

原子炉建屋は SGTS による排気によって負圧を維持できる設計としており、一定

の気密性を有している。 

4 号機原子炉建屋では、電源の喪失により SGTS が停止していたことから、3号機

から流入した水素を排気できなかったことが 40 時間にわたり水素が滞留した要

因と考えている。 

3 号機のベント時に SGTS 配

管を通じて 4 号機原子炉建

屋内に水素が流入、その後、

40 時間に渡り同建屋内に水

素が滞留し、爆発に至った。 

3号機のベント時に SGTS 配管を通じて 4号機原子炉建屋内に水素が流

入、滞留し、その後に爆発に至ったということについて、異なる見解

はない。 
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今回回答内容 
＜参考＞「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間とりまとめ」（2021 年 3 月 5

日）に関する見解等について（回答）（令和 3年 5月 10 日） 

項目 事項 回答 事項 回答内容、理由 

(9)-3③ (ア)「水素濃度が可燃限界

に到達する前に原子炉

建屋周辺の屋外作業は

禁止する等」としている

ことについて、作業を禁

止する間の事象進展に

はどのように対処すべ

きと考えるか。 

・原子炉建屋内の水素濃度が 2.2%に到達した場合は、格納容器ベントを実施する

ことから、プルーム通過中の体制が構築され、必要最小限の要員で構成するこ

ととしている。この体制の中で原子炉建屋の水素濃度が可燃限界に到達するま

での間は、次に掲げる事項について、現場での操作を想定している。 

a.可搬型代替注水ポンプへの燃料給油（タンクローリへの軽油移し替え含む） 

b.運転中機器の監視、故障対応 

c.格納容器圧力逃がし装置対応（排水、薬液注入等） 

d.放射性物質拡散抑制対応（原子炉建屋への放水操作） 

・格納容器ベント後も原子炉建屋内の水素濃度が上昇する場合は、直接原子炉建

屋内の水素ガスを排出するためブローアウトパネルを開放する。これは、中央

制御室からの遠隔操作で可能な設計となっている。 

・原子炉建屋の水素濃度が可燃限界を超える場合は、原子炉建屋周辺での作業が

禁止となることから、上記 a.～d.の作業も行えないこととなる。原子炉への注

水や原子炉建屋への放水は、可搬型設備の燃料が枯渇した時点で運転継続が不

能となる。このため、原子炉建屋から離れた場所にある設備の復旧により、原

子炉注水が可能になる場合は、これを行う。また、格納容器圧力逃がし装置に

ついては、水位が上昇すると所定の除去効果が得られなくなるが、格納容器圧

力の低下は継続できると考えられるため過圧破損防止機能は維持可能である。 

同建屋内に水素が滞留して

いた間には、同建屋周辺で作

業員による復旧作業が実施

されていたことを踏まえる

と、水素が滞留した原子炉建

屋等における重大事故等対

策や復旧作業等の安全確保

に関して検討する必要があ

る。 

設計、運用等への反映の考え方は以下のとおり。 

・原子炉建屋への水素漏えいを抑制する設計等への反映については、

(5)-1③に記載する。 

・PAR 等による原子炉建屋の水素爆発防止対策を実施しているが、それ

にも関わらず原子炉建屋内の水素濃度が2.2%（可燃限界未満の濃度）

に到達し、水素爆発発生の恐れがある場合には、原子炉建屋内への

水素漏えい抑制を目的に、ベントを実施する。ベントの実施により

敷地内線量が上昇するため、放射線防護の観点から、ベント実施か

ら敷地内線量が低下するまでの間は屋外作業を禁止している。なお、

ベントの実施に加えて建屋トップベントを実施したにも関わらず、

水素濃度が低下しない場合は、水素濃度が可燃限界に到達する前に、

人身安全最優先の考え方に基づき、原子炉建屋周辺の屋外作業は禁

止する等、運用の見直しを行う。 

 (イ)建屋内の水素滞留対

策と SA 対策との関係に

ついて、どのように考え

るか（どちらの対策を優

先させるべきと考える

か）。 

原子炉建屋内水素濃度（オペレーティングフロア）が 2.2%に到達し、格納容器ベ

ントを実施しても建屋の水素濃度が下がらない場合は、ブローアウトパネル開放

を行う手順としている。水素濃度が可燃限界を超えた場合には、これらの操作も

行えなくなることから、水素滞留対策は SA 対策の中でも優先度の高い対応とな

る。 

 

以上 
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